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	センター必須判定申立書　（注１）

２００　年　　月　　日
日本知的財産仲裁センター　御中

　　必須判定申立人（注２）

住所（居所）

氏名（名称）
（代表者）　　　　　　　　　　　　印

　　　連絡担当者　部署

氏名

電話番号

ファックス番号

電子メールアドレス　　　　　　　　　

　　
申立人代理人（注３）
住所（居所）

氏名　弁理士（／弁護士）　　     印
電話番号

ファックス番号

電子メールアドレス

１．　本件申立ての対象たる特許（以下「本件特許」という。）及び請求項：

　　

本件特許の概要

特許番号　第　　　　　　号　　　　　　　　登録日　　　　年　　月　　日

出願番号　特願昭・平　　－　　　　　　号　出願日　　　　年　　月　　日

優先権主張番号　　　　　　　　優先日　　　　　　　　優先権主張国

公開番号　　　　　　　　　　　公開日

請求項：請求項１【、請求項２】

　　　　　　　本件特許の請求項１【及び請求項２】は、本件必須判定申立書添付の特許公報に記載のとおりである。

２　本件申立てに係る対象技術標準規格及びその対象部分（以下「本件規格対象部分」という。）（注４）：

本件規格対象部分Ａ

対象技術標準規格　ＡＲＩＢ　ＳＴＤ－ＢＸＸ　＊＊＊＊＊＊＊＊

（平成＊年＊月＊日策定［改定］＊版）

のうち、第＊部　＊＊＊＊＊の1．2.34【及び、2.3.45】

【本件規格対象部分Ｂ

対象技術標準規格　ＡＲＩＢ　ＳＴＤ－ＢＸＸ　＊＊＊＊＊＊＊＊

（平成＊年＊月＊日策定［改定］＊版）

のうち、第＊部　＊＊＊＊＊の1．2.34【及び、2.3.45】の以下に特定する部分

「＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊」。】

３．申立ての趣旨（注５）
申立人が提出する資料の範囲において，本件特許の請求項１【及び請求項２】に係る発明は，本件規格対象部分A【及びB】の機能及び効用の実現に必須であるとの判定を求める。

４　申立ての理由（注６）

Ａ　本件特許発明と本件規格対象部分との対比 

Ｂ　本件特許発明と本件規格対象部分との対応関係に関する申立人の主張

Ｃ　本件特許発明によらなければ，本件規格対象部分の機能及び効用を実現することができないとする理由 

請求項　１

＊特許請求項ごとに要件a、要件b、要件c…..と分説すること。
（Ａ）本件特許発明と本件規格対象部分との対比

（Ｂ）本件特許発明と本件規
格対象部分との対応関係

に関する申立人の主張

（対応関係の理由の説明）　

要件a：

＊＊の＊＊から＊＊＊を受け、

＊（Ａ）に記載する規格は、申立書「２　本件申立てに係る対象技術標準規格及びその対象部分（「本件規格対象部分」）」における記載と、必ず一致させること。
＊標準規格番号/標準規格の名称/策定年月日／版数　及び 規格中の対象部分を下線を引くなどして明示する。

＊（Ａ）においては規格を正確に引用すること。その解説は（Ｂ）または（Ｃ）において行うこと。

＊（Ａ）において複数の「規格対象部分」を記載している場合には、（Ｂ）において、どの規格のどの規格対象部分が、請求項のどこと対応しているのかをそれぞれ、個別明確に説明すること。

＊各特許請求項を分説した要件a、ｂ、ｃが、表で対応させた（Ａ）の規格の各部分に端的に示されていない場合（用語が異なったり、方法と物の違い、複数箇所、複数の規格に分散記載されていることをつなぎ合わせて要件a、ｂ、ｃとの対応関係を主張する場合等）には、対応箇所の項目及び内容の記載が規格にあるという結論だけではなく、対応関係にあると主張する理由（用語が同義である理由、方法と物が違っても対応する理由、複数箇所の記載をつなぎ合わせなければならない必然性等）を説明すること。

要件b

要件c

請求項　２

（Ａ）対象とする規格及び対象部分：対比

（Ｂ）本件特許と対象部分との対応関係の説明　

要件a

＊用語表現が異なる複数の請求項に対して、規格との対比説明を同じくする場合には、用語表現の相違による実質的な相違がない旨を説明すること。

要件b

要件c

（Ｃ）本件特許発明によらなければ，本件規格対象部分の機能及び効用を実現することができないとする理由：　（注７）
５　添付資料（注８）

（１）添付資料説明書（注12）　　　　　　　　　　　　　正本１通、写し２通　　

（２）特許公報　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  正本１通写し２通

(３) 特許登録原簿謄本　　　　　　　　　　　　　　　　正本１通、写し２通
（４）包袋一式　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 　　　写し３部

 (５) 規格書（本件規格対象部分に該当する項目の全頁、表紙及び目次）写し３部

（６）申立人が法人であるときは，代表者の資格を証する書面　正本１通（注９）

 （７）代理人を選任したときは，代理権を証する書面（委任状）正本１通（注10）

（８）許諾団体が要求する場合は、別表２の当該許諾団体の指定する書式による宣誓

及び同意書　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　 正本１通　

　　　　


（注１）

①　本書式における太字部分は不動文字である。Ａ，Ｂ【　　】は、事案により書き分ける場合を示している。記載方法の説明を＊に続けて記載した箇所もある。

2 必須判定申立書は、紙媒体の正本１通及び写し２通を提出するほか、電子媒体でも提出すること。電子媒体の提出はe-メールまたはＣＤ－ＲＯＭ（3部）による。同一ＣＤ－ＲＯＭに申立書と添付書類（包袋一式）を含めて提出してもよい。

3 必須判定申立書の添付資料については原則として紙媒体のみの提出で足りる。

4 「写し」とは、正本（捺印が必要な正本の場合は捺印済みの正本）のコピーであり捺印不要。写しの部数は原則として判定人の数とする。但し、包袋一式及び規格については、正本不要であり写し3部を提出する。

(注２)

【代表者】

1 申立人が法人の場合であって代理人がいない場合には、添付書類として提出する法人資格証明書において代表者として登録されている者を申立人の代表者として記載し、代表印を捺印すること。但し、代理人がいるときは申立人代表者の捺印は不要である。

2 申立人が法人の場合、別表２の当該許諾団体の指定する書式による宣誓及び同意書も①と同じ代表者名で作成し代表印を捺印する。

【連絡担当者】

申立人代表者と実際の担当者が異なる場合には、必ず連絡担当者の連絡先を記載すること。申立書受理後の方式又は内容の補正は連絡担当者名によって行ない、再度の代表者印の押捺は不要である。

【２件目以降の必須判定申立ての場合の押捺の省略及び資料の援用】

　同一法人による２件目以降の必須判定申立ての場合は代表者等に変更がない限り、申立書における代表者印の押捺を省略し、また、申立書添付必要書類としての、資格証明書、委任状、宣誓及び同意書は、１件目において提出した書面のコピーを提出することをもって、援用することができる。

（注３）代理人がいる場合にのみ記載する。連絡場所を記載すること。
（注４）

1 必須判定申立てをする対象たる標準規格としては、標準規格番号/標準規格の名称/策定［改定］年月日／版数を記載する。策定［改定］年月日／版数は最新のものを記載する。

2 当該標準規格のうち本件特許が必須であるとの判定を求める「本件規格対象部分」としては、標準規格の項目番号・項目名を記載する。本件規格対象部分が細項目の一部である場合には、さらにその部分を特定して抽出し、項目番号の下に記載すること。

3 本件特許請求項の全ての構成要件が、第2項の本件規格対象部分に記載（対応）されていることを示すため、申立書第4項の請求項と規格との対比表中、（A）項において記載する全ての規格を、第2項の本件規格対象部分として掲記し、両者を一致させること。 

(注５)

申立ての趣旨は、複数の請求項について異なる本件規格対象部分について必須判定を求める場合には、次のとおり記載する。

　

「申立人が提出する資料の範囲において，本件特許の請求項１に係る発明は，本件規格対象部分Ａの機能及び効用の実現に必須であるとの判定を求める。」

「申立人が提出する資料の範囲において，本件特許の請求項２に係る発明は，本件規格対象部分Ｂの機能及び効用の実現に必須であるとの判定を求める。」

（注６）

①　（Ａ）本件特許発明と本件規格対象部分との対比 、（Ｂ）本件特許発明と対象部分との対応関係に関する申立人の主張、及び（Ｃ）本件特許発明によらなければ，対象部分の機能及び効用を実現することができないとする理由、を具体的に記載する。

②　対比表の作成は、A4用紙縦書き又はA４用紙横書きのいずれでもよい。

(注７)　

（Ｃ）においては、（Ｂ）に記載した対応関係のまとめを記載する。その他、必須性の理由（技術的または商業的代替性に関する補充説明など）があればそれを記載する。

(注８）　

1 添付資料説明書には，資料番号，資料名，作成年月日，作成者，立証趣旨等を記載する（記載例として注12参照）。

2 資料番号は「資料１」，「資料２」のように表示する。

3 添付する資料（出願書類を含む特許庁に提出した書類，特許庁からの受領した書類，特許公報，関連する先行文献等）の引用箇所は赤枠で囲む等によって明示すること。

4 包袋一式は紙媒体にかえてCD-ROM（３部）による提出でもよい。包袋に含まれない引用文献の提出は原則として不要。

5 規格書写しは、添付資料として個別に提出し、申立書本文中に組み込まないこと。

（注９）　申立人が法人の場合は商業登記簿謄本を提出する。
例．代理人が２人の場合：　１枚の委任状に２人の代理人を記載しているときは１通となり，代理人ごとに個別の委任状があるときは各１通（計２通）となる。　

（注11）
申立書を訂正する場合、提出書（カバーレター）には、訂正申立書を現実に提出する日を記載し、訂正後の申立書の日付としては元の申立書と同一日付を記載する。

（注12）添付資料説明書の記載例

　　　　　　　　　　　　　添付資料説明書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

日本知的財産仲裁センター御中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申立人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【申立人代理人(弁護士)(弁理士）****】

	資料番号
	資料名
	作成年月日
	作成者
	立証趣旨等

	資料１
	特許公報

（特許番号　第　　　　　　＊＊＊＊＊＊号。本件特許）　
	年　月　日
	特許庁
	必須判定を求める本件特許が日本国において登録されている事実及び本件特許の内容。

	資料２
	特許登録原簿謄本
	　年　月　日
	特許庁
	必須判定を求める本件特許が、申立人名義において、日本国において登録されている事実。（＊その他、譲渡、専用実施権設定などの登録事実の立証）

	資料３
	包袋一式
	　年　月　日


	特許庁
	資料１の立証趣旨等と同旨

	資料４
	規格書抜粋（＊本件規格対象部分に該当する項目を規格番号タイトルから具体的に記載する）

＊本件規格対象部分が複数あるときは資料番号を分けて提出すること。
	策定[改定]

年月日／版数
	（例：ＡＲＩＢ規格については「社団法人電波産業会」）
	本件規格対象部分Ａの規格内容。

	資料５
	法人資格証明書（商業登記簿謄本など）
	年　月　日
	（例：日本の商業登記簿謄本の場合は、「～法務局登記官」）
	申立人が適法に設立された法人であること、及び申立書記載の代表者が申立人の適法な代表権を有する事実。（＊または、「～代表権を有し、委任状の作成権限を有する事実」）

	資料６
	委任状
	年　月　日
	申立人代表者～
	申立人代理人らに、本件申立てに関し、申立人から代理権が付与されている事実

	資料７
	宣誓書及び同意書
	年　月　日
	申立人代表者～
	申立人が申立書を提出するに際し、日本知的財産仲裁センター必須判定手続規則別表２において指定された内容について、宣誓のうえ、同意した事実。
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